
 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会 

日南市準備委員会 
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日 時：令和６年９月１９日（木）１４時００分～１５時００分 

会 場：ホテルシーズン日南 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会事務局  

生涯学習課 国スポ・障スポ準備室 



第２回 総 会 

 

【 会 次 第 】 

 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ  日南市準備委員会会長（日南市長） 髙橋 透 

 

 

３ 報告事項 

○報告事項１ 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会  

       日南市準備委員会委員の変更について ・・・・・・・・・・ Ｐ2 

○報告事項２ 第８１回国民スポーツ大会の開催地及び会期の決定並びに  

第２６回全国障害者スポーツ大会の開催地の決定について ・ Ｐ4 

○報告事項３ これまでの開催準備経過について ・・・・・・・・・・・・ Ｐ5 

○報告事項４ 日南市開催予定競技及び開催予定施設について ・・・・・・ Ｐ7 

○報告事項５ 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会  

       日南市準備委員会常任委員会における審議決定事項について  Ｐ9 

 

 

４ 専決処分の承認 

 ○専決第１号 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会  

日南市準備委員会会則の改正 ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ10 

 ○専決第２号 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会  

日南市準備委員会令和６年度暫定予算 ・・・・・・・・・・ Ｐ11 

 

 

５ 議事 

 ○議案第１号 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会  

        日南市準備委員会令和５年度事業報告について ・・・・・・ Ｐ13 

 ○議案第２号 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会  

        日南市準備委員会令和５年度収支決算について（監査報告）  P20 

 ○議案第３号 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会の  

設置について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ22 

 

 

６ 閉会 

 

 

 

 

 

 

－ １ －  



 

日南市準備委員会委員の変更について 

 

 

令和５年７月１２日から令和６年９月１８日までの間における委員の変更について

は、下記のとおりです。 

 

役職 所 属 団 体 新 任 者 前 任 者 

常任委員 日南市小学校体育連盟 伊豆本 勉 圖師 宗忠 

常任委員 南那珂地区中学校体育連盟 本部 圭一朗 松田 和広 

常任委員 日南市校長会 矢野 裕二 永山 英應 

常任委員 宮崎県立学校長協会県南地区理事 坂元 教久 肱岡 憲吾 

常任委員 日南学園高等学校 久保田 一史 藤原 昭悟 

常任委員 日南商工会議所 日髙 章太郎 渡邊 眞一郎 

常任委員 日南警察署 戸松 俊二 橋元 裕明 

常任委員 日南市総合政策部 宮口 美子 藤井 和巳 

常任委員 日南市市民生活部 仲衞 正訓 河野 孝士 

常任委員 日南市健康福祉部 橋口 智明 宮口 美子 

事務局長 

⇒常任委員 
日南市産業経済部 河野 孝士 日髙 俊宗 

常任委員 日南市立中部病院 甲斐 洋一朗 鬼束 昌義 

常任委員 

⇒事務局長 
日南市教育委員会 鬼束 昌義 田中 さゆり 

常任委員 日南市議会事務局 中島 昌秀 仲衞 正訓 

常任委員 日南市消防本部 藤井 和巳 斎藤 宏 

監事 日南市会計管理者 日髙 久里子 橋口 智明 

委員 宮崎県南那珂農林振興局 黒木 正理 押川 浩一 

委員 宮崎県日南土木事務所 後藤 国彦 和田 安生 

委員 宮崎県油津港湾事務所 中野 忠浩 村岡 昭彦 

委員 日南市軟式野球連盟 柳沼 平八郎 鎌倉 秀嗣 

委員 九州旅客鉄道（株）宮崎支社 吉村 一喜 中嶋 敬介 

（敬称略） 

報告事項１ 

－ ２ －  



役職 所 属 団 体 新 任 者 前 任 者 

委員 日本郵便（株）日南郵便局 林  秀明 福留 克朗 

委員 九州電力（株）都城営業センター 西田 誠悟 宮田 健司 

委員 
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組

合日南支部 
外山 直樹 松田 勝宏 

委員 日南市消防団 日髙 雅夫 谷口 慎二 

委員 日南市公民館連合会 上牧 英雄 渡邉 倫章 

委員 日南市ＰＴＡ連絡協議会 井上 英彦 太田 智章 

委員 
宮崎県高等学校ＰＴＡ連合会 

（県南地区） 
内田 義彦 長田 有司 

委員 
自衛隊宮崎地方協力本部 

日南地域事務所 
清水  崇 松田 哲也 

（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ３ －  



 

国民スポーツ大会の開催地及び会期の決定並びに全国障害者スポーツ大会の  

開催地の決定について 

 

 

 

令和６年７月１７日（水）に開催された（公財）日本スポーツ協会の理事会におい

て、第８１回国民スポーツ大会の開催地及び会期が決定された。  

併せて、第２６回全国障害者スポーツ大会の開催地についても決定した。  

 

 

 

○第８１回国民スポーツ大会の開催地及び会期 

開催地：宮崎県 

会 期：令和９年９月２６日（日）～１０月６日（水） 

 

○第２６回全国障害者スポーツ大会の開催地について  

開催地：宮崎県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ４ －  

報告事項２ 



 

これまでの開催準備経過について 

 

 

年度 月日 内       容 

H26 2 12 （公財）宮崎県体育協会が、宮崎県、宮崎県議会及び宮崎県教育委員会に「平

成 38 年第 81 回国民体育大会の宮崎県開催招致要望書」を提出  

25 宮崎県知事が、宮崎県議会において、「平成 38 年第 81 回国民体育大会及び

第 26 回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致」を表明  

3 13 宮崎県議会が、「平成 38 年第 81 回国民体育大会及び第 26 回全国障害者ス

ポーツ大会の宮崎県開催招致に関する決議」を全会一致で議決  

H27 4 17 宮崎県知事が、文部科学省に「平成 38 年第 81 回国民体育大会開催要望書」

と「平成 38 年第 26 回全国障害者スポーツ大会開催要望書」を提出 

宮崎県知事が、（公財）日本体育協会に「平成 38 年第 81 回国民体育大会開

催要望書」を、（公財）日本障がい者スポーツ協会に「平成 38 年第 26 回全

国障害者スポーツ大会開催要望書」を提出  

7 22 （公財）日本体育協会において、「平成 38 年第 81 回国民体育大会開催申

請書提出県」として了解（宮崎県開催が内々定）  

H29 10 30 第 81 回国民体育大会宮崎県準備委員会の設立 

宮崎県準備委員会において開催基本方針や会場地市町村選定基本方針等の決

定 

H30 7 9 「正式競技」会場地市町村第１次選定 :セーリング、高等学校野球（硬式・軟

式） 

1 31 「正式競技」会場地市町村第２次選定 :バレーボール（成年男子）、レスリング  

R 元 7 1 宮崎県準備委員会が名称を「第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害

者スポーツ大会宮崎県準備委員会」に改称  

R2 7 6 「公開競技」会場地市町村第 1 次選定 :綱引 

10 

 

15 （公財）日本スポーツ協会、（公財）日本障がい者スポーツ協会、文部科学

省及び鹿児島県の 4 者が鹿児島国体を令和 5 年度に開催することを決定 

第 81 回国民スポーツ大会及び第 26 回全国障害者スポーツ大会を令和 9 年

に 1 年延期することが決定 

日本スポーツ協会臨時国体委員会において、本県の国民スポーツ大会開催年

が令和９年に変更され、開催申請書提出順序了解県（内々定県）として再決

定 

10 19 中央競技団体正規視察「バレーボール（成年男子）」 

11 11 中央競技団体正規視察「高校学校野球（硬式・軟式）」 

R3 7 5 「全国障害者スポーツ大会」会場地市町村第２次選定 :バレーボール[知] 

10 15 （公財）日本スポーツ協会、（公財）日本障がい者スポーツ協会、文部科学省

及び三重県の 4 者が三重国体及び三重大会を中止することを決定  

10 15 中央競技団体正規視察「セーリング」 

1 18 中央競技団体正規視察「レスリング」 

2 14 「デモンストレーションスポーツ」会場地市町村第２次選定 :ターゲット・

バードゴルフ 

－ ５ －  

報告事項３ 



 

年度 月日 内        容 

R4 7 14 第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会本県開催内定 

R5 4 1 観光・スポーツ課内に「国スポ・障スポ準備係」設置  

28 日南市役所内に「庁内推進会議」設置 

7 11 日南市準備委員会 設立総会・第１回総会 

8 19 燃ゆる感動かごしま国体視察 綱引競技 （公開競技） 

9 10 燃ゆる感動かごしま国体視察 ターゲット・バードゴルフ競技（デモスポ）              

21 燃ゆる感動かごしま国体視察 レスリング競技（正式） ～22 日 

10 7 燃ゆる感動かごしま国体視察 セーリング競技 （正式）  

              バレーボール（成年）（正式）             

高校野球（硬式・軟式）（特別） ～11 日 

27 燃ゆる感動かごしま大会視察 バレーボール（知的） ～28 日 

30 日南市準備委員会 第１回常任委員会 

１ 25 日南市準備委員会 第１回宿泊衛生専門委員会 

30 日南市準備委員会 第１回競技式典専門委員会 

2 1 日南市準備委員会 第１回総務企画専門委員会 

6 日南市準備委員会 第１回輸送交通専門委員会 

３ 21 日南市準備委員会 第２回常任委員会 

Ｒ６ ４ 1 国スポ・障スポ事務事業が市長部局より教育委員会へ事務移管  

生涯学習課内に「国スポ・障スポ準備室」設置 

7 2 日南市準備委員会 第 2 回輸送交通専門委員会 

4 日南市準備委員会 第 2 回競技式典専門委員会 

9 日南市準備委員会 第 2 回総務企画専門委員会 

11 日南市準備委員会 第 2 回宿泊衛生専門委員会 

31 日南市準備委員会 第３回常任委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ６ －  



 

 日南市開催予定競技及び開催予定施設について 

 

 

１ 国民スポーツ大会 

種 目 競技名 種 別 開催予定施設 

正式競技 

セーリング 

 

全種別 

大堂津ヨット競技場 

⇓（名称の変更） 

大堂津特設セーリング会場 

バレーボール 

 

成年男子 

 

日南市北郷体育館 

（さくらアリーナ） 

 

レスリング 

 

全種別 

 

日南総合運動公園 

多目的体育館 

 

特別競技 高等学校野球 

 

硬 式 

南郷中央公園野球場 

（南郷スタジアム） 

天福公園野球場 

（天福球場） 

軟 式 

天福公園野球場 

（天福球場） 

日南総合運動公園野球場 

（東光寺球場） 

公開競技 綱引 

 

全種別 

 

日南総合運動公園 

多目的体育館 

 

ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼ

ｮﾝｽﾎﾟｰﾂ 

ターゲット・ 

バードゴルフ 

 

全種別 星倉地区運動広場 

 

２ 全国障害者スポーツ大会 

種 目 競技名 種 別 開催予定施設 

正式競技 
バレーボール 

（知的） 

 

全種別 

 

日南市北郷体育館 

（さくらアリーナ） 

 

 

 

 

 

報告事項４ 

－ ７ －  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ８ －  



 

 日南市準備委員会常任委員会における審議決定事項について 

 

 

１ 第１回常任委員会 

（１）開催日：令和５年１０月３０日 

（２）会 場：小村寿太郎記念館 

（３）審議決定事項 

①日南市開催推進総合計画 

  ②日南市準備委員会専門委員会規程 

 

 

２ 第２回常任委員会 

（１）開催日：令和６年３月２１日 

（２）会 場：小村寿太郎記念館 

（３）審議決定事項 

  ①日南市広報基本計画 

  ②日南市市民運動基本計画 

  ③日南市競技運営基本計画 

  ④日南市施設整備基本計画 

  ⑤日南市宿泊基本計画 

  ⑥日南市医事衛生基本計画 

⑦日南市輸送交通基本計画 

⑧日南市準備委員会会則の改正（専決処分）について 

⑨日南市準備委員会令和６年度暫定予算（専決処分）について 

 

 

３ 第３回常任委員会 

（１）開催日：令和６年７月３１日 

（２）会 場：小村寿太郎記念館 

（３）審議決定事項 

  ①日南市観光・接伴基本計画 

  ②日南市リハーサル大会開催基本計画 

  ③日南市式典基本計画 

④日南市消防防災・警備基本計画 

  ⑤日南市準備委員会から実行委員会への改組について  

 

 

報告事項５ 

－ ９ －  

国スポ 日南市 

※策定した計画・要項等については、日南市準備委員会ホームページをご参照下さ

い。準備委員会ホームページは下記の検索エンジンもしくはＱＲコードよりお入

りください。 



 

 日南市準備委員会会則の改正について 

 

 

 下記のとおり専決処分を行ったので、会則第１４条第２項の規定により、報告するとと

もに承認を求める。 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会会則

第１４条第１項の規定により次の事項について専決処分する。  

 

   令和６年４月１日 

 

第 ８ １ 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・ 

第２６回全国障害者スポーツ大会 

日 南 市 準 備 委 員 会 

会 長 （ 日 南 市 長 ）  髙 橋  透 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会  

会則の改正 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会会則

の一部を次のように改正する。 

 

 

第１５条第１項中「日南市産業経済部観光・スポーツ課」を「日南市教育委員会生涯

学習課国スポ・障スポ準備室」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

【専決理由】 

  令和６年４月１日付けで、日南市役所における組織機構改革により、日南市準備委

員会事務局が、産業経済部観光・スポーツ課より教育委員会生涯学習課へ移管となっ

た。あわせて、「国スポ・障スポ準備係」から「国スポ・障スポ準備室」へ格上げとな

った。 

  上記にともない、日南市準備委員会「会則」の改正が必要となるが、令和６年度準

備委員会総会は「準備委員会」から「実行委員会」への改組を計画している関係で、

宮崎国スポ・障スポ開催が正式決定した後の９月に開催する予定であるため、会則第

１４条第１項の規定に基づき、会長による専決処分を行う。  

 

 

 

専決第１号

５ 

－ 10 －  



 

 日南市準備委員会令和６年度暫定予算 

 

 

下記のとおり専決処分を行ったので、会則第１４条第２項の規定により、報告するとと

もに承認を求める。 

 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会会則第

１４条第１項の規定により次の事項について専決処分する。  

 

   令和６年４月１日 

 

第 ８ １ 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・ 

第２６回全国障害者スポーツ大会 

日 南 市 準 備 委 員 会 

会 長 （ 日 南 市 長 ） 髙 橋  透 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会  

令和６年度暫定予算について  

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会令和６

年度暫定予算を次のように定める。 

 

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会  

令和６年度暫定予算 

 

 

【収入の部】 

費 目 
令和６年度 

予算額 

令和５年度 

予算額 
比 較 摘要 

繰越金 59,595 0 59,595 令和５年度繰越金 

補助金 1,880,000 676,000 1,204,000 日南市補助金 

諸収入 405 1,000 △595 預金利息等 

合 計 1,940,000 677,000 1,263,000  

 

 

専決第２号 
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【支出の部】 

費 目 
令和６年度 

予算額 

令和５年度 

予算額 
比 較 摘要 

総務費 422,000 311,000 111,000  

 会議費 202,000 140,000 62,000 総会等会場使用料 

 事務局費 220,000 171,000 49,000 
通信運搬費、消耗品

費等 

開催推進費 1,518,000 366,000 1,152,000  

 調査研究費 1,241,000 266,000 975,000 
佐賀国スポ視察旅費

等 

 広報啓発費 277,000 100,000 177,000 
PR 用のぼり旗等作

成 

合 計 1,940,000 677,000 1,263,000  

 

 

 

【専決理由】 

令和６年度準備委員会総会は「準備委員会」から「実行委員会」への改組を計画してい

る関係で、宮崎国スポ・障スポ開催が正式決定した後の９月に開催する予定である。  

準備委員会の予算執行を４月から行いたいので、会則第１４条第１項の規定に基づき、「令

和６年度準備委員会暫定予算」について、専決処分を行う。  
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 日南市準備委員会令和５年度事業報告について  

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会の  

令和 5 年度事業実績は次のとおりとする。 

 

１ 会議の開催 

（１）設立総会及び第１回総会の開催 

  ①開催日：令和５年７月１１日（火） 

  ②会 場：ホテルシーズン日南 

  ③出席者：準備委員会委員９８名中、出席者７３名  

  ④内 容 

   ア 設立総会 

    ○説明事項１ 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会の

概要について 

    ○説明事項２ 日南市開催予定競技及び開催予定施設について  

○説明事項３ これまでの開催準備経過について 

 ○説明事項４ 開催に向けたスケジュールについて 

    ○議案第１号 日南市準備委員会設立趣意書（案）について 

    ○議案第２号 日南市準備委員会会則（案）について 

    ○議案第３号 日南市準備委員会委員・役員（案）について 

   イ 第１回総会 

    ○議案第１号 日南市開催基本方針（案）について 

    ○議案第２号 日南市準備委員会 令和５年度事業計画（案）について 

    ○議案第３号 日南市準備委員会 令和５年度収支予算（案）について 

    ○議案第４号 日南市準備委員会総会から常任委員会への委任事項について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）常任委員会の開催 

  ①第１回常任委員会 

   ア 開催日：令和５年１０月３０日（月） 

   イ 会 場：小村寿太郎記念館 

   ウ 出席者：常任委員３２名中、出席者２６名、委任状３名  

   エ 内 容 

    ○報告事項１ これまでの開催準備経過について 

    ○報告事項２ 燃ゆる感動かごしま国体視察報告について 

    ○議案第１号 日南市開催推進総合計画（案）について 

    ○議案第２号 日南市準備委員会専門委員会規程（案）について  

議案第１号 
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  ②第２回常任委員会 

   ア 開催日：令和６年３月２１日（木） 

   イ 会 場：小村寿太郎記念館 

   ウ 出席者：常任委員３２名中、出席者２４名、委任状８名  

   エ 内 容 

○報告事項１ 日南市準備委員会常任委員の変更について 

○報告事項２ 日南市準備委員会各専門委員の委嘱について 

 ○議案第１号 日南市広報基本計画（案）について 

    ○議案第２号 日南市市民運動基本計画（案）について 

    ○議案第３号 日南市競技運営基本計画（案）について 

    ○議案第４号 日南市施設整備基本計画（案）について 

    ○議案第５号 日南市宿泊基本計画（案）について 

    ○議案第６号 日南市医事衛生基本計画（案）について 

○議案第７号 日南市輸送交通基本計画（案）について 

○議案第８号 日南市準備委員会会則の改正について 

○議案第９号 日南市準備委員会令和６年度暫定予算について  

    ○事務連絡１ 事務局の移転について 

    ○事務連絡２ 事務局体制の強化について 

    ○事務連絡３ 準備委員会ＨＰの開設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）専門委員会の開催 

  ①第１回総務企画専門委員会 

   ア 開催日：令和６年２月１日（木） 

   イ 会 場：本庁会議室１・２・３ 

   ウ 出席者：専門委員３７名中、出席者２７名  

   エ 内 容 

○説明事項１ 第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会の 

概要について 

    ○説明事項２ 日南市開催予定競技及び開催予定施設について  
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    ○説明事項３ これまでの開催準備経過について 

○報告事項１ 日南市開催基本方針について 

    ○報告事項２ 日南市開催推進総合計画について 

    ○報告事項３ 日南市準備委員会専門委員会規程 

    ○報告事項４ 特別国民体育大会・特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かご

しま国体・かごしま大会の視察報告 

 ○審議事項１ 日南市広報基本計画（案）について 

    ○審議事項２ 日南市市民運動基本計画（案）について 

○審議事項３ 日南市ボランティア募集要項（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②第１回競技式典専門委員会 

   ア 開催日：令和６年１月３０日（火） 

   イ 会 場：本庁別館２階会議室４ 

ウ 出席者：専門委員２５名中、出席者２２名 

   エ 内 容 

○説明事項１ 第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会の 

概要について 

    ○説明事項２ 日南市開催予定競技及び開催予定施設について  

    ○説明事項３ これまでの開催準備経過について 

○報告事項１ 日南市開催基本方針について 

    ○報告事項２ 日南市開催推進総合計画について 

    ○報告事項３ 日南市準備委員会専門委員会規程 

    ○報告事項４ 特別国民体育大会・特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かご

しま国体・かごしま大会の視察報告 

○審議事項１ 日南市競技運営基本計画（案）について 

    ○審議事項２ 日南市施設整備基本計画（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③第１回宿泊専門委員会 

   ア 開催日：令和６年１月２５日（木） 

   イ 会 場：日南市生涯学習センターまなびピア第４会議室  
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ウ 出席者：専門委員１５名中、出席者１０名 

   エ 内 容 

○説明事項１ 第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会の 

概要について 

    ○説明事項２ 日南市開催予定競技及び開催予定施設について  

    ○説明事項３ これまでの開催準備経過について 

○報告事項１ 日南市開催基本方針について 

    ○報告事項２ 日南市開催推進総合計画について 

    ○報告事項３ 日南市準備委員会専門委員会規程 

    ○報告事項４ 特別国民体育大会・特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かご

しま国体・かごしま大会の視察報告 

○審議事項１ 日南市宿泊基本計画（案）について 

    ○審議事項２ 日南市医事衛生基本計画（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④第１回輸送交通専門委員会 

   ア 開催日：令和６年２月６日（火） 

   イ 会 場：本庁別館２階会議室７ 

ウ 出席者：専門委員１７名中、出席者１５名 

   エ 内 容 

○説明事項１ 第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会の 

概要について 

    ○説明事項２ 日南市開催予定競技及び開催予定施設について  

    ○説明事項３ これまでの開催準備経過について 

○報告事項１ 日南市開催基本方針について 

    ○報告事項２ 日南市開催推進総合計画について 

    ○報告事項３ 日南市準備委員会専門委員会規程 

    ○報告事項４ 特別国民体育大会・特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かご

しま国体・かごしま大会の視察報告 

○審議事項１ 日南市輸送交通基本計画（案）について 
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（４）庁内推進会議の開催 

  ①開催日：令和５年４月２８日（金） 

  ②会 場：市長応接室 

  ③出席者：推進会議委員１２名中、出席者１２名  

  ④内 容 

○説明事項１ 庁内推進会議の設置について 

 ○説明事項２ 大会概要・経過について 

 ○説明事項３ 今後のスケジュールについて 

 

２ 開催準備業務の推進 

（１）各種基本計画策定及び要項作成 

  ①令和５年度に策定した規則・規程等 

   ○日南市準備委員会会則 

   ○日南市準備委員会事務局規程 

○日南市準備委員会専門委員会規程 

  ②令和５年度に策定した各種計画等 

○日南市開催基本方針 

○日南市開催推進総合計画 

○日南市広報基本計画 

   ○日南市市民運動基本計画 

   ○日南市競技運営基本計画 

   ○日南市施設整備基本計画 

   ○日南市宿泊基本計画 

   ○日南市医事衛生基本計画 

○日南市輸送交通基本計画 

（２）県からの各種調査への対応 

  ※令和５年度に県に報告した各種調査（抜粋）  

   ○国スポ競技用具整備計画調査【第２次】 

   ○国スポ大会練習会場調査【第２次】 

   ○国スポ競技別リハーサル大会開催意向調査【第１次・再調査】 

   ○競技補助員編成調査【第１次】 

   ○競技用具整備計画調査【第２次】 

   ○競技会会期調査【第２次】 

   ○競技施設整備計画等調査 

 

３ 関係機関及び競技団体との連絡調整 

（１）県準備委員会との連絡調整 

  ①市町村担当者会議及び説明会への参加 

開催日 内   容 会 場 

5/12 市町村担当者会議 県庁 

7/31 県準備委員会総会 宮崎観光ホテル 

9/27 市町村担当者会議 オンライン 

11/13 市町村担当者会議 都城市 

3/15 市町村担当者会議 県庁 

  ②ヒアリング・現地調査等 

開催日 内   容 会 場 

4/17 障スポ競技会場バリアフリー現地調査 さくらアリーナ 
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11/28 競技用具整備計画調査ヒアリング（バレーボール）  県庁 

12/13 競技用具整備計画調査ヒアリング 

（高校野球・レスリング・セーリング） 

県庁 

2/21 施設整備計画調査ヒアリング 県庁 

 

（２）競技団体との連絡調整 

  ①レスリング競技 

開催日 内   容 会 場 

11/10 県高校新人大会レスリング競技運営視察 多目的体育館 

12/ 5 競技用具整備計画調査ヒアリング事前協議  油津別館 

  ②セーリング競技 

開催日 内   容 会 場 

5/24 県セーリング連盟及び県スポーツ振興課との協議  大堂津漁港 

6/25 県民総合スポーツ祭セーリング競技運営視察  大堂津漁港 

12/ 8 競技用具整備計画調査ヒアリング事前協議  大堂津漁港 

12/ 9 県高校新人大会セーリング競技運営視察 大堂津漁港 

1/28 日本セーリーグ連盟国体研修会（～1/29） 東京都 

2/15 県セーリング連盟との意見交換会 油津別館 

2/21 県セーリング連盟との意見交換会 日南振徳高校 

③バレーボール競技 

開催日 内   容 会 場 

4/18 県バレーボール協会との意見交換 油津別館 

6/ 1 県バレーボール協会との意見交換 油津別館 

7/29 県バレーボール協会との意見交換 ﾎﾃﾙﾆｭｰｳｪﾙｼﾃｨ 

  ④高等学校野球競技 

開催日 内   容 会 場 

7/13 県高校野球連盟との意見交換会 ｻﾝﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

8/16 日南学園高校との意見交換会（練習会場）  日南学園高校 

8/18 日南高校との意見交換会（練習会場） 日南高校 

9/16 県高校野球連盟との意見交換会 天福球場 

12/ 8 競技用具整備計画調査ヒアリング事前協議  ｻﾝﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

1/19 競技用具整備現地確認 天福球場 他 

1/20 県高校野球連盟との意見交換会 油津 

 

（３）共催市との連絡調整 

開催日 内   容 会 場 

6/16 バレーボール競技開催市担当者会議 オンライン 

7/ 4 バレーボール競技開催市担当者会議 オンライン 

 

（４）その他関係団体との連絡調整 

開催日 内   容 会 場 

7/28 日南漁業協同組合との協議（セーリング）  日南漁協 

12/ 4 大堂津鰹船漁労長との意見交換会（セーリング）  日南漁協大堂津支所 

 

４ 先催地の開催準備に係る調査・研究 

（１）燃ゆる感動かごしま国体の開催状況調査・研究  
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調査・研究日 内   容 開催市 

8/19 綱引競技 垂水市 

9/10 ターゲット・バードゴルフ競技 出水市 

9/21～9/22 レスリング競技 日置市 

10/7～10/8 セーリング競技 鹿児島市 

10/9 高等学校野球（硬式）競技 鹿児島市 

10/10 バレーボール競技（成年男子） いちき串木野市 

10/11 高等学校野球（軟式）競技 出水市 

10/27～10/28 バレーボール競技（障スポ・知的） 鹿児島市 

 

（２）先催地準備状況の情報収集等（事業概要説明会への参加）  

調査・研究日 内   容 開催市 

12/14 レスリング競技 日置市 

12/21～12/22 セーリング競技、高等学校野球（硬式）競技  鹿児島市 

12/21～12/22 高等学校野球（軟式）競技 出水市 

 

 

５ 広報・啓発事業 

（１）公式ＨＰの作成 

（２）広報・啓発のぼり旗の作成 
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 日南市準備委員会令和５年度収支決算について（監査報告） 

 

 

令和 5 年度収支決算書 

 

 

１ 収入の部 

費 目 当初予算額 流用・補正額 予算現額 収入済額 差額 摘要 

補助金 676,000 0 676,000 676,000 0 日南市補助金 

諸収入 1,000 0 1,000 1 △999 預金利息 

       

合 計 677,000 0 677,000 676,001 △999  

 

 

２ 支出の部 

費 目 当初予算額 流用・補正額 予算現額 支出済額 不用額 摘要 

総務費 311,000 △140,000 171,000 126,526 44,474  

 会議費 140,000 0 140,000 101,802 38,198 
総会等会場使

用料 

 事務局費 171,000 △140,000 31,000 24,724 6,276 
通信運搬費、

消耗品費等 

        

開催推進費 366,000 140,000 506,000 489,880 16,120  

 調査研究費 266,000 143,000 409,000 408,450 550 
鹿児島国体視

察旅費等 

 広報啓発費 100,000 △3,000 97,000 81,430 15,570 
PR 用のぼり

旗等作成 

        

合 計 677,000 ０ 677,000 616,406 60,594  

 

676,001 円（収入） - 616,406 円（支出） = 59,595 円（次年度繰越） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 
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 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会の設置について 

 

１ 趣旨 

令和６年７月１７日に開催された「日本スポーツ協会理事会」において、本県での

国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の令和９年（２０２７年）の開催が正

式に決定となった。 

国民スポーツ大会開催基準要項２５（１）に基づき、現在の組織である「第８１回

国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会」（以下「準

備委員会」という。）を改組し、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員

会」（以下「実行委員会」という。）を設置する。  

 

２ 実行委員会設置の概要 

（１）名称 

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会 

（２）組織 

①準備委員会の総会、常任委員会、各専門委員会及び事務局は、実行委員会に引き 

継ぐ。 

②日本のひなた宮崎国スポ・障スポ（第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障 

害者スポーツ大会）の開催に必要な準備業務を行う。 

（３）役員及び委員 

実行委員会の会長、副会長等の役員及び委員は、準備委員会の役員及び委員を充て

る。各専門委員会の役員及び委員も同様とする。  

（４）会則を改正し、組織名称を変更する。 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会 

 ⇒ 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会 

（５）改正規程等 

①準備委員会会則 

②準備委員会常任委員会への委任事項 

（６）関係諸計画等 

これまでの準備委員会で決定した、基本方針、基本計画及び関係要項等のうち、

「第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会」及

び「第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会」

とあるものは、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会」及び「日本の

ひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会」と読み替えるものとする。  

   

 

 

【参考】国民スポーツ大会開催基準要項 

 

２５ 開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会  

（１）開催県及び会場地市町村は、大会運営のためにそれぞれ実行委員会を設置す

る。ただし、公開競技に係る実行委員会については、当該中央競技団体が開催関

係機関・団体と協議の上、必要に応じて設置する。  

 

 

 

議案第３号 
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３ 日南市準備委員会会則の改正 

 

日南市準備委員会会則 新旧対照表 

 

改  正  後 現    行 

 

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実

行委員会会則 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、日本のひなた宮崎国ス

ポ・障スポ日南市実行委員会（以下「実

行委員会」という。）と称する。 

 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第 81 回国民スポ

ーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ

大会において、日南市で開催される競技

会（以下「競技会」という。）の円滑な運

営に関し、必要な準備を行うことを目的

とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成

するため、次に掲げる事項を処理する。 

⑴～⑸ 略 

⑹ その他、実行委員会の目的達成に必

要な事項に関すること。 

 

 

第２章 組織 

 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をも

って組織する。 

２ 略 

 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役

員を置く。 

⑴～⑷ 略 

 

第６条 略 

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国

障害者スポーツ大会日南市準備委員会会則 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、第 81 回国民スポーツ大

会・第 26 回全国障害者スポーツ大会日

南市準備委員会（以下「準備委員会」と

いう。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 準備委員会は、第 81 回国民スポ

ーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ

大会において、日南市で開催される競技

会（以下「競技会」という。）の円滑な運

営に関し、必要な準備を行うことを目的

とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成

するため、次に掲げる事項を処理する。 

⑴～⑸ 略 

⑹ その他、準備委員会の目的達成に必

要な事項に関すること。 

 

 

第２章 組織 

 

（組織） 

第４条 準備委員会は、会長及び委員をも

って組織する。 

２ 略 

 

（役員） 

第５条 準備委員会に次の各号に掲げる役

員を置く。 

⑴～⑷ 略 

 

第６条 略 
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（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会

務を総理する。 

２～３ 略 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下、「委員等」と

いう。）の任期は、委嘱されたときから実

行委員会の目的が達成され、解散したと

きまでとする。ただし、委員等が就任時

におけるそれぞれの所属団体又は機関の

役職を離れた場合は、その委員等は辞職

したものとみなし、その後任者が前任者

の残任期間を務めるものとする。 

２～４ 略 

 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に顧問及び参与を置く

ことができる。 

２～５ 略 

 

 

第３章 会議 

 

（会議の種類） 

第 10 条 実行委員会に、次の会議を置く。 

⑴～⑶ 略 

 

第 11 条～第 14 条 略 

 

 

第５章 事務局 

 

（事務局） 

第 15 条 実行委員会の事務を処理するた

め、日南市教育委員会国スポ・障スポ準

備室内に事務局を置く。 

２ 略 

 

 

第６章 会計 

 

（経費） 

第 16 条 実行委員会の経費は、補助金及

びその他の収入をもって充てる。 

 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、準備委員会を代表し、会

務を総理する。 

２～３ 略 

４ 監事は、準備委員会の財務を監査する。 

 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下、「委員等」と

いう。）の任期は、委嘱されたときから準

備委員会の目的が達成され、解散したと

きまでとする。ただし、委員等が就任時

におけるそれぞれの所属団体又は機関の

役職を離れた場合は、その委員等は辞職

したものとみなし、その後任者が前任者

の残任期間を務めるものとする。 

２～４ 略 

 

（顧問及び参与） 

第９条 準備委員会に顧問及び参与を置く

ことができる。 

２～５ 略 

 

  

第３章 会議 

 

（会議の種類） 

第 10 条 準備委員会に、次の会議を置く。 

⑴～⑶ 略 

 

第 11 条～第 14 条 略 

 

 

第５章 事務局 

 

（事務局） 

第 15 条 準備委員会の事務を処理するた

め、日南市教育委員会国スポ・障スポ準

備室内に事務局を置く。 

２ 略 

 

 

第６章 会計 

 

（経費） 

第 16 条 準備委員会の経費は、補助金及

びその他の収入をもって充てる。 
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（予算及び決算） 

第 17 条 実行委員会の収支予算は、総会

の議決により定め、収支決算は、監事の

監査を経て、総会の承認を得なければな

らない。 

 

（会計年度） 

第 18 条 実行委員会の会計年度は、毎年

４月 1 日に始まり、翌年３月３１日まで

とする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項

は、会長が別に定める。 

  

 

第７章 補則 

 

（委任） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか、

実行委員会の運営に関し、必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

（解散） 

第 20 条 実行委員会は、第２条に規定す

る目的が達成されたとき、総会の議決を

経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残

余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１  この会則は、令和５年７月１１日から

施行する。 

 

（経過措置） 

２ 準備委員会の令和５年度における会計

年度は、第１8 条第１項の規定にかかわ

らず前項に定める日から、令和６年３月

３１日までとする。 

 

 

 附 則（令和６年４月１日改正） 

 

この改正規定は、令和６年４月１日から

施行する。 

 

 

（予算及び決算） 

第 17 条 準備委員会の収支予算は、総会

の議決により定め、収支決算は、監事の

監査を経て、総会の承認を得なければな

らない。 

 

（会計年度） 

第 18 条 準備委員会の会計年度は、毎年

４月 1 日に始まり、翌年３月３１日まで

とする。 

２ 準備委員会の会計に関して必要な事項

は、会長が別に定める。 

  

 

第７章 補則 

 

（委任） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか、

準備委員会の運営に関し、必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

（解散） 

第 20 条 準備委員会は、第２条に規定す

る目的が達成されたとき、総会の議決を

経て解散するものとする。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残

余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１  この会則は、令和５年７月１１日から

施行する。 

 

（経過措置） 

２ 準備委員会の令和５年度における会計

年度は、第１8 条第１項の規定にかかわ

らず前項に定める日から、令和６年３月

３１日までとする。 

 

 

附 則（令和６年４月１日改正） 

 

この改正規定は、令和６年４月１日から

施行する。 
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 附 則（令和６年９月１９日改正） 

 

１ この改正規定は、令和６年９月１９日

から施行する。 

２ この改正規定施行の際、現に第 81 回

国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者

スポーツ大会日南市準備委員会の役員、

委員、顧問、参与又は専門委員である者

は、それぞれ、日本のひなた宮崎国スポ・

障スポ日南市実行委員会の役員、委員、

顧問、参与、又は専門委員に委嘱された

ものとみなす。 

３ この改正規定施行の際、現に第 81 回

国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者

スポーツ大会日南市準備委員会の方針、

計画及び関係諸要項等中「第 81 回国民

スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポ

ーツ大会日南市準備委員会」及び「第 81

回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害

者スポーツ大会宮崎県準備委員会」とあ

るのは「日本のひなた宮崎国スポ・障ス

ポ日南市実行委員会」及び「日本のひな

た宮崎国スポ・障スポ実行委員会」と読

み替える。 
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会会則 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会（以下「実行委員

会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会に

おいて、日南市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必

要な準備を行うことを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。  

⑴ 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。  

⑵ 競技会の開催に係る準備に関すること。 

⑶ 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。  

⑷ 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。  

⑸ 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。  

⑹ その他、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

 

第２章 組織 

 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱又は任命する。  

⑴ 日南市を代表する者 

⑵ 日南市議会を代表する者 

⑶ 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者  

⑷ その他会長が特に必要と認める者 

 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

⑴ 会長       １名 

⑵ 副会長       ５名以内 

⑶ 常任委員    ３５名以内 

⑷ 監事       ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、日南市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。  

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会
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長が指名した副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１2 条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下、「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行委

員会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそ

れぞれの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、

その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。  

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充する

ことができる。 

３ 会長は、前 2 項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告す

る。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。  

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。  

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。  

 

  

第３章 会議 

 

（会議の種類） 

第 10 条 実行委員会に、次の会議を置く。 

⑴ 総会 

⑵ 常任委員会 

⑶ 専門委員会 

 

（総会） 

第 11 条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。  

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指定した者がこれにあたる。  

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。  

⑴ 競技会の開催に係る基本方針等に関すること。  

⑵ 会則の制定及び改廃に関すること。 

⑶ 事業計画及び事業報告に関すること。 

⑷ 予算及び決算に関すること。 

⑸ 常任委員会に委任する事項に関すること。 

⑹ その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員等の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、総会に

出席できない委員等は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、

又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員等（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わったもの

を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

７ 会長は、必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。  
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（常任委員会） 

第 12 条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。  

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。  

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。  

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。  

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議・決定し、その結果必要に応じて次の総

会に報告する。 

⑴ 総会から委任された事項に関すること。 

⑵ 専門委員会の設置及びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること。  

⑶ 総会を招集するいとまがない緊急な事項に関すること。  

⑷ その他委員長が必要と認める事項に関すること。  

８ 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会について準用する。 

９  第 8 条の規定は、常任委員会の任期等について準用する。 

 

（専門委員会） 

第 13 条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。  

２ 専門委員会は、常任委員会から委任又は付託された事項について調査・審議し、その

結果を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に

諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。  

 

 

第４章 会長の専決処分 

 

（会長の専決処分） 

第 14 条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分する

ことができる。 

２ 会長は、前項の規定により、専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を得なければならない。 

 

 

第５章 事務局 

 

（事務局） 

第 15 条 実行委員会の事務を処理するため、日南市教育委員会国スポ・障スポ準備室内

に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

 

 

第６章 会計 

 

（経費） 

第 16 条 実行委員会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。  
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（予算及び決算） 

第 17 条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を

経て、総会の承認を得なければならない。 

 

（会計年度） 

第 18 条 実行委員会の会計年度は、毎年４月 1 日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。  

  

 

第７章 補則 

 

（委任） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

（解散） 

第 20 条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたとき、総会の議決を経て解

散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。  

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１  この会則は、令和５年７月１１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 実行委員会の令和５年度における会計年度は、第１8 条第１項の規定にかかわらず前

項に定める日から、令和６年３月３１日までとする。  

 

 

附 則（令和６年４月１日改正） 

 

この改正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

附 則（令和６年９月１９日改正） 

 

１ この改正規定は、令和６年９月１９日から施行する。  

２ この改正規定施行の際、現に第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポー

ツ大会日南市準備委員会の役員、委員、顧問、参与又は専門委員である者は、それぞれ、

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実行委員会の役員、委員、顧問、参与、又は専

門委員に委嘱されたものとみなす。 

３ この改正規定施行の際、現に第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポー

ツ大会日南市準備委員会の方針、計画及び関係諸規程等中「第 81 回国民スポーツ大会・

第 26 回全国障害者スポーツ大会日南市準備委員会」及び「第 81 回国民スポーツ大会・

第 26 回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会」とあるのは「日本のひなた宮崎国

スポ・障スポ日南市実行委員会」及び「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会」

と読み替える。 
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４ 日南市準備委員会総会から常任委員会への委任事項の改正  

 

 

日南市準備委員会総会から常任委員会への委任事項  新旧対照表 

 

改  正  案 現   行 

 

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市実

行委員会総会から常任委員会への委任事項 

 

 

 

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ日南市

実行委員会会則第 11 条第 4 項第 5 号に

基づく総会から常任委員会への委任事項

は、次のとおりとする。 

 

 

１ 開催準備の総合企画及び運営に関する

こと 

２ 財務、広報、市民運動及び観光・接伴

に関すること 

３ 競技、式典及び施設に関すること 

４ 宿泊及び医事・衛生に関すること 

５ 輸送・交通、消防防災・警備に関する

こと 

６ その他会務に必要な事項に関すること 

 

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国

障害者スポーツ大会日南市準備委員会総会

から常任委員会への委任事項 

 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全

国障害者スポーツ大会日南市準備委員会会

則第 11 条第 4 項第 5 号に基づく総会か

ら常任委員会への委任事項は、次のとおり

とする。 

 

１ 開催準備の総合企画及び運営に関する

こと 

２ 財務、広報、市民運動及び観光・接伴

に関すること 

３ 競技、式典及び施設に関すること 

４ 宿泊及び医事・衛生に関すること 

５ 輸送・交通、消防防災・警備に関する

こと 

６ その他会務に必要な事項に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 3１ －  



 


